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体制－６ 高齢者等の住みかえ支援体制整備事業 

事業主体 川崎市住宅供給公社 

対象地域 川崎市 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

■ 郊外住宅地 

□ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 
郊外住宅団地等を対象に、高齢者等の住みかえ支援事業の普及を図るための体制を、

市、関係団体、民間事業者等と連携して整備 

効果計測指標 着手時点 完了時点 今後の目標値 

住みかえ等相談件数 ０件 ０件 200件 

 

１．事業内容    

（１）事業の背景と目的 

1) 川崎市における高齢者を取り巻く状況 

・ 川崎市の高齢者人口は、平成21年10月1日現在228,794人で高齢化率16.34％だったが、平成22

年10月1日には233,974 人で高齢化率16.59％、平成23年10月1日には237,819人で高齢化率

16.80%となっている。 

・ 要支援・要介護認定者数は、平成21年10月1日現在、35,747人だったが、平成22年10月1日に

は37,604人、平成23年10月1日には39,760人となっている。 

 

2) 住宅のミスマッチと住宅継承等の問題 

   ・ 持ち家に居住する高齢者の単身や夫婦世帯の半数以上（約2.5万世帯）が居住室の畳数が30

畳（専用面積70㎡台）以上の比較的広い住宅に住んでいるのに対して、借家に居住する４人以

上のファミリー世帯の８割近く（約2.1万世帯）が30畳未満の狭い住宅に住んでいるなど、住宅

の広さと世帯規模にミスマッチが生じている。 

・ また、持ち家の高齢単身世帯や高齢夫婦世帯は今後も増加が見込まれるが、住宅の管理問題

や生活支援・介護の問題、交通や立地上の便（特に坂が多い丘陵部住宅地等での生活の便）、

さらには相続に伴う住宅継承の問題など、高齢者の居住をめぐるさまざまな問題への対応がま

すます必要になってくる。 

 

3) 住宅ストックの想定 

・ 川崎市住宅基本計画において、65歳以上の高齢者が居住する住宅における持ち家と借家の構

成は、住宅・土地統計調査に基づく高齢者の家族型（単身・夫婦・同居の３区分）別住宅の所

有関係の変化から推計し、2020（平成32）年の持ち家率は72％（13.8 万戸）と想定されている。 

・ また、65歳以上の単身高齢者が居住する住宅はこの10年間に40千戸から53千戸に増加、うち

持ち家は21千戸から28千戸に、借家は19千戸から25千戸にそれぞれ増加するものと想定されて

いる。 

 

4) 事業の目的 

・ 近年の市内空き家率は、10％台で推移しており、空き家の数は順次増えている傾向にあるこ

と、また、高齢者や若年子育て世帯等の住みかえ循環等を促進するため、身体機能の低下など
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９月

10月

11月

12月

１月

２月

事業フロー

WEBコンテンツ

完成

1) 関係団体等との打ち合わせ

川崎市、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)等

リーフレット完成

3) 実施体制・実施方法のとりまとめ

○ 川崎市・JTIとの連携体制の構築

○ 窓口相談体制の整備

神奈川県宅地建物取引業協会川

崎支部への説明・協力依頼

4) 民間事業者（神奈川県宅地

建物 取引業協会川崎支部）

との連携調整

2) 住みかえ支援制度の窓口対応職員を対象にした講習会の実施

○ 目的 住みかえ支援制度についての対応職員の育成

○ 実施場所 川崎市住宅供給公社

○ 講師 JTIから派遣

5) WEBコンテン

ツ作成

6) リーフレット

作成

により、持ち家に住み続けることが困難となり、高齢期の生活に適した住宅等に住みかえを希

望する高齢者世帯が所有する戸建住宅などを、比較的広い戸建住宅等への住みかえを希望する

子育て世帯等に転貸するなど、既存ストックを活用したミスマッチ解消のための住みかえ支援

体制を整備する必要があることから、住宅相談窓口を充実させることで、多様な市民ニーズに

的確に応えることを目的とする。 

 

（２）事業手順 

次の手順により、体制整備事業を実施した。 

 1) 関係団体等との連携体制整備 

 2) 住みかえ支援制度の窓口対応職員を対象にした講習会の実施  

 3) 実施体制・実施方法のとりまとめ 

 4) 民間事業者（神奈川県宅地建物取引業協会川崎支部）との連携調整  

5) WEBコンテンツの作成 

 

■ 事業フロー図 
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（３）事業内容 

    1) 窓口連携体制整備に係る関連団体等との協議 

住宅供給公社による効果的な窓口連携体制を整備するため、川崎市や一般社団法人「移住・住

みかえ支援機構」(JTI)との情報連携体制等についての協議を実施した。 

    

   ① 実施方法 

これまでも幅広く住宅に係る相談や情報提供を実施してきたが、新たな住情報提供業務とし

て、高齢者や若年子育て世帯等の住みかえ循環等を推進するため、住みかえを希望する高齢者

世帯が所有する戸建住宅などを比較的広い戸建住宅等への住みかえを希望する子育て世帯等に

転貸するなどの住みかえ相談を行う。 

実施に当たっては、全国規模で住みかえの取組を行っている一般社団法人「移住・住みかえ

支援機構(JTI)」等との連携を図り、多様な住宅相談に対応する。 

 

② 住宅政策上の位置づけ 

住みかえ支援相談窓口については、これまでの川崎市の住宅政策における役割として、公社

がこれまで行って来た公的賃貸住宅等の総合入居相談、高齢者向け優良賃貸住宅の事業者相談

及び居住支援制度相談などに加えて、新たな住情報提供機能として実施し、市民の多様なニー

ズに的確に応えられるよう、窓口の充実に向けた取組として進めることとなった。 

    

③ 川崎市との協議・調整内容 

住みかえ支援相談窓口対応については公社事業として実施するが、川崎市の施策推進でもあ

ることから、川崎市も民間事業者(神奈川県宅地建物取引業協会)等との連携調整など、実施に

際しては公社と協力して推進していくこととする。 

また、住みかえ支援制度の周知についても協力することとし、公社が作成する住みかえ支援

制度周知用リーフレットを市役所等で配布するとともに、制度案内等についても川崎市広報紙

への掲載について協力することとした。 

 

④ 川崎市及び JTIとの情報連携体制については、下図のとおり、役割分担を構築した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一社)移住・住みかえ支援機構

（JTI）

住みかえ相談 住みかえ相談

情報提供 情報提供

・ 高優賃・特優賃・一般

賃貸（公社管理）の紹介

・ マイホーム借上げ制

度情報の提供 等

・ 特優賃・一般賃貸

（公社管理）等の紹介

・ シニア世帯のマイ

ホーム賃貸情報の提供

等
連 携

借上げ・住みかえ希望

川崎市

マイホームを貸したい人

（シニア世帯）

賃貸住宅等を借りたい人

（子育て世帯等）
川崎市住宅供給公社

住みかえ相談

マイホーム借上げ・賃料保証 ３年の定期借家契約

相 談 窓 口

連携 連携

㈶川崎市

まちづくり公社

住みかえ支援体制の整備 
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2) 住みかえ支援制度の窓口対応職員を対象にした講習会の実施 

 住みかえ支援制度相談については、「マイホーム借上げ制度」を実施している JTI との円滑な連

携が不可欠であることから、制度内容(建物基準、賃料保証の内容 他)や実例などに関する講習を

JTIから受け、平成 25年度からの窓口開設に向けた準備として、相談窓口を担当する人材の育成を

図った。なお、平成 24年 11月 1日付けに JTIから「マイホーム借上げ制度取扱認定」を受けてい

る。 

 

■ 平成 24年 10月 29日講習会実施  

講師 一般社団法人 移住・住みかえ支援機構 副代表理事 斎藤 道生氏 

  参加人員   川崎市職員  5 名 (まちづくり局市街地開発部住宅整備課 住情報提供担

当 5名) 

公社職員 15 名 (事業部管理営業課住情報提供担当 10 名、総務部総務

課公社窓口担当 2名、企画担当 3名) 

 

※ 講習後の感想 

・ 高齢者の財産保全についての不安感に対する配慮として、JTI の「マイホーム借上げ

制度」が、安全安心であることについての懇切丁寧な説明が、公社窓口相談の際に必要

である。 

・ 実際の借上げ主体は JTIであるが、公社窓口が単なる取次ぎにならないためにも、「マ

イホーム借上げ制度」に対する一定の説明とともに、不動産賃貸市場の賃料相場等に関

する情報を用意しておく必要がある。 

 

3) WEBコンテンツの作成 

市民（高齢者世帯、子育て世帯等）及び民間事業者（不動産関連、福祉関連の各業界団体等）

に対する住みかえ支援制度の周知、普及啓発を図るため、以下の点に配慮し、公社のホームペー

ジ内に住みかえ支援制度に関するコンテンツを作成した。 

  ① WEBコンテンツの内容 

 ・ 公社において住みかえ支援制度の相談窓口を開設したことのお知らせ 

 ・ 川崎市における JTIのマイホーム借上げ制度を活用した住みかえ支援の仕組みのイ

ラスト及びマイホームを貸したい人（制度利用者）とマイホームを借りたい人（子育

て世帯等）双方の制度活用メリットの掲載 

 ・ 制度利用の主な条件 

 ・ JTIの紹介 

 ・ マイホーム活用制度の申込みから成約までの流れの説明 

 ・ 公社が制度説明し、JTI に引き継いだ案件のうち、制度利用まで進んだ実績が出た場合

に備え、「事例紹介」ページを作成した。（事例が出るまでは表示しない。） 

 ・ 制度利用者向けの収支のモデルケースの説明ページをポップアップウインドウで作成 

 

② 作成にあたり配慮した点 

・ 貸主自身にメリットがあるとともに、子育て世帯への支援にもなるというイメージ

を入れ、社会貢献の欲求を持っていることの多い高齢者(シニア)世代の心に響くイメ

ージとした。 
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・ 高齢者も閲覧しやすいよう、白内障などの場合、色の判別も難しくなるため、色を

判別できなくても大事なところがわかるように、文字はなるべく大きく、大事なキー

ワードを特に目立たせるよう配慮した。 

・ JTI、川崎市と公社が連携しており、信頼できる制度であることを強調した。 

 

③ WEBコンテンツアップ予定   

相談窓口を開設する平成 25年 4月にアップ予定 

 

■ 住みかえ支援制度紹介 WEBコンテンツ 

  ア トップページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 住みかえ支援の仕組み図 
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上 制度利用条件等案内 

右 業務フロー図 

下 収支モデルケース 
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4) リーフレットの作成 

広く制度の周知を行うため、制度紹介、公社における住みかえ支援相談体制、公社・JTI の紹

介などのリーフレットを作成した。 

平成 25年度から公社事務所、市役所等で配布予定。 

作成部数 A4版８頁 2,000部 

 

■ リーフレット（表紙・裏表紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ リーフレット（制度内容） 
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5) 民間事業者との連携 

民間事業者を活用した市内各地域への制度の普及啓発、きめ細やかな相談体制の整備や住宅へ

の住みかえに適切に対応するため、川崎市および JTIとともに、神奈川県宅地建物取引業協会川

崎支部に対し、住みかえ支援制度に関する説明を行った。 

 

日 時  平成 25年 1月 18日午後 3時 

場 所  神奈川県宅地建物取引業協会川崎南支部事務所 

出席者  神奈川県宅地建物取引業協会川崎南・中・北各支部長 他 計 12名 

     JTI  2名、川崎市 3名、公社 2名          

(質疑内容) 

① JTIの借上げ制度は、安全安心なのか。借上げ原資はあるのか。 

     ② ハウジングライフプランナー資格の取得について 

      ※ JTIから制度詳細について説明した。 

③ 川崎市の関わり方について 

※ 川崎市からの回答 

川崎市住宅基本計画に基づき「多様な居住ニーズに応えるための住情報サービス

の推進」として取組むもので、市場機能を有効に活用し、市民・ＮＰＯ・事業者等

とのパートナーシップによる取組を積極的に推進していくことが必要であるため、

ぜひご協力いただきたい。 

本事業の実施主体は公社であるが、川崎市としても関係団体との調整や市民周知

のための広報など、事業推進に積極的に協力していく考えである。 

 

6) 関係団体等との役割分担の構築 

① 申し込みから契約まで 

  前記1)や5)等の検討を踏まえて、市や JTIと協議し、役割分担を下記のとおり整理した。 

 ア 公社が実施する業務 

(ｱ) 公社ホームページや制度案内リーフレットを活用し、住みかえ支援制度及び公社に

おいて相談窓口を解説していることの周知 

(ｲ) 制度に関する問合わせに対する対応（公社窓口及び電話）。 

(ｳ) 制度に興味を持ったお客様に対し、JTIの紹介及びマイホーム借上げ制度の情報会員

登録の紹介 

(ｴ) JTIへの情報提供及び公社が JTIに引継いだお客様に関する JTIとの情報連携 

   ※ 次ページの役割分担表の①制度の周知、②情報提供事業を担当 

イ JTI（及びハウジングライフ(住生活)プランナー等）が実施する業務 

(ｱ) 公社からの引継ぎを受け、具体的・専門的な借上げ制度の相談（事前相談）から建物診

断、転借人の募集及び契約まで実施し、実際の管理を行う。 

(ｲ) 公社から引継いだお客様に関する公社との情報連携 

   ※ 次ページの役割分担表の③ハウジングライフプランナーによる事前相談から⑨

契約成立までを担当 

 ウ 川崎市が実施する業務 

(ｱ) 関係団体との連携調整および市民周知のための広報協力 

(ｲ)  公社窓口の紹介 



 9 

■ 制度利用者の申込から成約までの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②マイホームを貸したい（高齢者世帯）場合のスキーム 

高齢者世帯 市 公社 JTI 協賛事業者 

     

 

③ 住宅を借りたい（子育て世帯）場合のスキーム 

子育て世帯 市 公社 JTI 協賛事業者 

 

 

 

 

    

高齢者世帯 市 公社 JTI 協賛事業者 

     
高齢者世帯 市 公社 JTI 協賛事業者 

高齢者世帯 市 公社 JTI 協賛事業者 

     

    

 

     
①
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知 
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業 

③
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に
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備
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料
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⑤
制
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の
受
領 

⑥
建
物
診
断
の
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施 

⑦
補
強
・
改
修
工
事
の

実
施 

⑧
転
借
人
を
募
集 

⑨
契
約
成
立 

HP、市政だより等に
よる広告宣伝 

マイホームの賃貸に
興味 

公社窓口の紹
介 

制度の紹介及び住み

かえ先（高優賃等の

紹介） 

情報会員登録 JTI へ連絡 
協賛事業者へ連

絡 

③につづく 
お客様へ連絡・

③に続く 

マイホームの

賃貸に興味 

JTIへ連絡 
協賛事業者へ
連絡 

③ HLPによる
事前相談に続く 

HP、市政だより等に
よる広告宣伝 

マイホームの賃貸に
興味 

公社窓口の紹
介 

制度の紹介及び住み

かえ先（高優賃等の

紹介） 

情報会員登録 JTI へ連絡 
協賛事業者へ連

絡 

お客様へ連絡・
③に続く 

HP、リーフレッ
ト等による広
告宣伝 

⑨契約に進む 

お客様へ連絡 
③ HLPによる
事前相談に続く 

戸建物件の紹
介・JTIへ連絡 

公社による住情報提供業
務の一環として実施する
業務範囲 

JTI及び HLP、JTI協賛事業
者が実施する業務範囲 

制度の紹介及
び住みかえ先
（高優賃等の
紹介） 

制度に興味 

特優賃等の紹
介及び JTI制度
の紹介 

公社窓口の
紹介 

事例の整理 情報共有 

HP、リーフレッ
ト等による広告
宣伝 

情報会員登録 

大きめの住宅

を借りたい 公社窓口の
紹介 

協賛事業者へ
連絡 

お客様へ連絡・
⑧契約に進む 

事例の整理 情報共有 
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２．成果   

（１）高齢者等住みかえ支援体制について、川崎市の住宅政策における公社の役割や JTIとの円滑な連

携体制の構築等を検討・協議の結果、川崎市の住情報拠点整備の役割を担うという公社の位置づけ

に基づき、住情報拠点としての機能の拡充を図る中で、市及び JTIと連携の下、住みかえ支援相談

窓口を設置し、制度の情報提供・普及体制の整備を行った。 

（２）相談員の育成のため、JTIの協力により「マイホーム借上げ制度」の講習会を開催し、「マイホー

ム借上げ制度取扱認定」を受けた。 

（３）WEB コンテンツ及びリーフレットを作成し、公社にて相談窓口開設したことに関する周知体制が

整備された。なお、WEBコンテンツのアップ及びリーフレット配布は、平成２５年４月を予定。 
 

３．事後評価 

  平成 25 年度以降の「川崎市住宅供給公社の相談窓口の相談状況や HPページのアクセス数」などに

より事後評価を行うこととしているため、現時点では事後評価は行えていない。 
 

４．今後の課題 

（１）市内の住情報拠点の充実化を図り、公的賃貸住宅等の総合入居相談、事業者向け相談、住みかえ

支援相談等の機能を設置するなど、住情報提供機能を一層強化し、市民ニーズに的確に応えられる

よう窓口の充実に向けた取組を進める。また、人事異動等による担当変更等にも対応できるよう、

JTIと協力し、マイホーム借上げ制度に関する教育体制を整理し、ノウハウの共有化を図る。 

（２）住宅への住みかえニーズとともに、福祉施設への住みかえニーズ等に適切に対応するための相談

ルートを確立するため、福祉部局との連携を図る。 

（３）ＮＰＯや民間事業者、地域住民との連携・協働の検討 
 

５．今後の展開 

（１）地域の住宅バンクとの連携 

現在、川崎市において、身近な日常生活圏レベルで、空き家化した持ち家や賃貸住宅の有効  

活用を積極的に図るため、賃貸オーナーと入居者とのマッチングや空き家・空き地等の事業的

な運用に関する相談などができるような地域主体による地域単位の住情報提供の仕組み「(仮

称)住宅バンク」を検討し、モデル事業の実施などにより、取組を進めている。 

今後、高齢者等の住みかえ支援事業の更なる普及促進を図るため、川崎市独自の取組として

各地域の住宅バンクとの連携について川崎市と検討を進める。 

（２）福祉部門等との連携 

   今後、川崎市が市民等への制度周知を図るとともに、福祉部門等への周知も行い、福祉部門

等への住みかえに関する相談があった場合、公社窓口を紹介するなどの連携を図る。 

また、地域の住宅バンクは、地域コミュニティとしての日常的取組の中で、住みかえを必要

とする高齢者等の状況を把握していることから、住宅バンクから高齢者に対し、公社窓口を紹

介し、公社から福祉部門等の情報を提供するなどの連携を図る。 
 

■事業主体の概要・担当者名 

設立時期 昭和 44年 5月 1日 

代表者名 理事長 江井 茂 

連絡先担当者名 総務部総務課企画係 細谷 将士 

連絡先 
住所 〒210-0006 川崎市川崎区砂子 1丁目 2番地 4 川崎砂子ビルディング 6F 

電話 044-244-7575 

ホームページ http://www.kawasaki-jk.or.jp 




